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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】歯周用清掃用具と歯間用清掃用具を一組として
揃え、歯周の清掃と歯間の清掃のための清掃用具を同時
に用意でき、安全に使用でき、携帯性に優れた歯の清掃
用具セットを提供する。
【解決手段】歯の清掃用具セットは、第１の柄部１１か
ら前方に延びる軸体の先端に、矩形平板状で薄板構造に
形成され、周縁にエッジ部が形成された第１のヘラ部を
備える歯周用清掃部を設け、第１のヘラ部により歯の周
囲を清掃する歯周用清掃用具１０と、第２の柄部３１か
ら前方に延び、矩形平板状で薄板構造に形成される支持
部の先端に、矩形平板状で薄板構造に形成される第２の
ヘラ部を備える歯間用清掃部を設け、第２のヘラ部によ
り歯間を清掃する歯間用清掃用具３０と、を一組として
有する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　第１の柄部と、前記第１の柄部から前方に延びる軸体と、矩形平板状で薄板構造に形成
され、周縁にエッジ部が形成された第１のヘラ部を備える前記軸体の先端部に設けられる
歯周用清掃部と、を有し、前記第１のヘラ部により歯の周囲を清掃する歯周用清掃用具と
、
　第２の柄部と、前記第２柄部から前方に延び、矩形平板状で薄板構造に形成される支持
部と、前記支持部の先端に設けられ、前記支持部の先端から延長して前方に延びる矩形平
板状で薄板構造に形成される第２のヘラ部を備える歯間用清掃部と、を有し、前記第２の
ヘラ部により歯間を清掃する歯間用清掃用具と、
　を一組として有する歯の清掃用具セット。
【請求項２】
　前記歯周用清掃用具は、前記軸体を直列に連設される複数の軸部を連設部で折り曲げ、
全体として湾曲した弧状に形成し、最前部の前記軸部に前記第１のヘラ部を下向きでさら
に前方に向け傾斜した角度を有して連設したことを特徴とする請求項１に記載の歯の清掃
用具セット。
【請求項３】
　前記歯間用清掃用具は、前記第２のヘラ部の先端と両側端に凹部をそれぞれ設け、前記
第２のヘラ部の先端両側角部に外周を弧状とする凸部を形成したことを特徴とする請求項
１又は２に記載の歯の清掃用具セット。
【請求項４】
　前記第１のヘラ部の裏面側には、鋭角の角部が無い窪み部が形成されていることを特徴
とする請求項１から３のいずれかに記載の歯の清掃用具セット。
【請求項５】
　柄部と、
　前記柄部から前方に延びる軸体と、
　矩形平板状で薄板構造に形成され、周縁にエッジ部が形成されたヘラ部を備える前記軸
体の先端部に設けられる歯周用清掃部と、
　を有し、前記ヘラ部により歯の周囲を清掃することを特徴とする歯周用清掃用具。
【請求項６】
　柄部と、
　前記柄部から前方に延び、矩形平板状で薄板構造に形成される支持部と、
　前記支持部の先端に設けられ、前記支持部の先端から延長して前方に延びる矩形平板状
で薄板構造に形成されるヘラ部を備える歯間用清掃部と、
　を有し、前記ヘラ部により歯間を清掃することを特徴とする歯間用清掃用具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、歯の異なる部位を個々に清掃するための複数の清掃用具を1セットとする歯
の清掃用具セットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　口腔ケアにおいて、歯の周り及び歯間の食べ残し、歯垢（プラーク）を取り除くことが
大切である。歯間を清掃する歯間用清掃用具と、歯の周りを清掃する歯周用清掃用具とは
、清掃対象の違いより形状等が異なり、歯周用清掃用具で歯間の清掃はできず、歯間用清
掃用具で歯周の清掃はできない。例えば、歯間用清掃用具としては、清掃部が薄板状に形
成されたもの（特許文献１）、清掃部の板厚が先端に向うに従って薄くなる薄板に形成さ
れたもの（特許文献２、３）、清掃部の幅が先端部に向うに従って狭くなるもの（特許文
献２、３）等が提案されている。また、歯間の食べ残しを効率よく取り出すために、清掃
部の側面を鋸歯状に形成したものも提案されている（特許文献２）。
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【０００３】
　また、歯周用清掃用具としては、特許文献４の図１に記載のように、清掃部を扁平状の
薄板とし、薄板の先端部に食べ残しを取る透孔を形成したものが提案されている。
【０００４】
　ところで、口腔ケアのためには、使用者は歯周用清掃用具と歯間用清掃用具を用意しな
ければならない。歯周用清掃用具及び歯間用清掃用具を個々に購入し、両方の清掃用具を
揃えておくことは面倒であり、双方の清掃用具が同時に入手できないこともあり得る。
【０００５】
　一方、柄部の一端部側に歯周用清掃部を設け、他端部側に歯間用清掃部を設けた構造が
提案されている（特許文献４）。しかし、このような清掃用具は柄部の両端側にそれぞれ
歯周用と歯間用の清掃部を設ける形状からどうしても全長が長くなり、携帯性に不向きと
なる。
【０００６】
　また、歯周用及び歯間用清掃部に対し、使用後の洗浄で洗い残りが生じないようにする
ことが重要である。しかし、清掃部の側面を鋸歯形状としたり、清掃部に透孔を形成した
形状では、鋸歯の奥、透孔の内周面まで十分に洗浄できない場合がある。
【０００７】
　さらに、清掃部を先細り形状にして先端を尖らせると、歯や歯肉などを傷つけるおそれ
がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－２９３０１３号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０５５０８３号公報
【特許文献３】実開平１－１５２６１７号公報
【特許文献４】特開昭５９－１０３６５９号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００９】
　本考案の目的は、歯周用清掃用具と歯間用清掃用具を一組として揃え、歯周の清掃と歯
間の清掃のための清掃用具を同時に用意でき、安全に使用でき、携帯性に優れた歯の清掃
用具セットを提供しようとするものである。
【００１０】
　また、本考案の目的は、さらに、歯周用清掃用具及び歯間用清掃用具の清掃部の洗浄性
を高めて清潔性を維持でき、しかも歯を傷つけることなく容易に清掃できる歯の清掃用具
セットを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　〔考案１〕　本考案の目的を達成するため、考案１の歯の清掃用具セットは、第１の柄
部と、前記第１の柄部から前方に延びる軸体と、矩形平板状で薄板構造に形成され、周縁
にエッジ部が形成された第１のヘラ部を備える前記軸体の先端部に設けられる歯周用清掃
部と、を有し、前記第１のヘラ部により歯の周囲を清掃する歯周用清掃用具と、第２の柄
部と、前記第２柄部から前方に延び、矩形平板状で薄板構造に形成される支持部と、前記
支持部の先端に設けられ、前記支持部の先端から延長して前方に延びる矩形平板状で薄板
構造に形成される第２のヘラ部を備える歯間用清掃部と、を有し、前記第２のヘラ部によ
り歯間を清掃する歯間用清掃用具と、を一組として有する。
【００１２】
　〔考案２〕　本考案の目的を達成するため、考案２の歯の清掃用具セットは、考案１の
歯の清掃用具セットにおいて、前記歯周用清掃用具は、前記軸体を直列に連設される複数
の軸部を連設部で折り曲げ、全体として湾曲した弧状に形成し、最前部の前記軸部に前記
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第１のヘラ部を下向きでさらに前方に向け傾斜した角度を有して連設したことを特徴とす
る。
【００１３】
　〔考案３〕　本考案の目的を達成するため、考案３の歯の清掃用具セットは、考案１又
は２のいずれかの歯の清掃用具セットにおいて、前記歯間用清掃用具は、前記第２のヘラ
部の先端と両側端に凹部をそれぞれ設け、前記第２のヘラ部の先端両側角部に外周を弧状
とする凸部を形成したことを特徴とする。
【００１４】
　〔考案４〕　本考案の目的を達成するため、考案４の歯の清掃用具セットは、考案１か
ら３のいずれかの歯の清掃用具セットにおいて、前記第１のヘラ部の裏面側には、鋭角の
角部が無い窪み部が形成されていることを特徴とする。
【考案の効果】
【００１５】
　考案１の歯の清掃用具セットによれば、歯の周りの清掃と、歯間の清掃を行う清掃用具
を一組として揃えているので、歯のケアを確実に行うことができる。歯周用清掃用具と歯
間用清掃用具は、共に第１のヘラ部と第２のヘラ部が矩形平板の薄板構造としているため
、歯や歯肉を傷つけることがない。第１のヘラ部は先端と両側端の周縁に歯垢等を除去す
るエッジ部を設けているので、先が尖った形状でないため、安全に歯垢等の除去が行える
。また、第２のヘラ部は高さがあるため、幾度も歯間に対して出し入れすることなく、数
度の挿入で歯間の清掃が完了する。
【００１６】
　また、歯周用清掃用具と歯間用清掃用具は、歯周用と歯間用と別々に揃えているので、
必要以上に長くすることが不要であり、共に短くすることができるので、携帯性に優れて
いる。
【００１７】
　考案２の歯の清掃用具セットによれば、軸体が湾曲したアーチ形状であるため、歯を跨
るようにして第１のヘラ部を歯の裏側に位置させることができ、第１のヘラ部を任意の方
向に動かしながら容易に歯垢等の除去を行うことができる。その際、アーチ形状の軸体に
より、適度な弾性力が第１のヘラ部に加わり、歯垢等をより一層除去できる。
【００１８】
　考案３の歯の清掃用具セットによれば、第２のヘラ部を歯間内に挿入すると、歯間内の
食べ残し等を一度に複数の凹部に取り込むことができ、歯間の清掃効率が向上し、しかも
弧状の凸部が歯、歯肉等にあたるため、歯、歯肉等を傷つけることなく安心して歯間の清
掃が行える。また、凹部にたまった食べ残り等は洗い残しや拭き残しなく簡単に洗浄やテ
ィッシュペーパにより拭きとることができ、清潔に保管することができる。
【００１９】
　考案４の歯の清掃用具セットによれば、歯周の清掃で窪み部にたまった食べ残り等は洗
い残しや拭き残しなく簡単に洗浄やティッシュペーパにより拭きとることができ、清潔に
保管することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本考案による歯の清掃用具セットの実施形態を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は
正面図である。
【図２】（ａ）は図１に示す歯周用清掃用具の正面図、（ｂ）は（ａ）の上面図、（ｃ）
は（ａ）のＡ矢視拡大図、（ｄ）は（ｂ）のＢ矢視図、（ｅ）は（ｃ）のＣ―Ｃ矢視断面
拡大図、（ｆ）は（ａ）のＤ矢視図を示す。
【図３】（ａ）は図１に示す歯間用清掃用具の正面図、（ｂ）は（ａ）の上面図、（ｃ）
は（ａ）のＥ矢視拡大図、（ｄ）は（ａ）のＦ矢視図を示す。
【考案を実施するための形態】
【００２１】
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　以下、本考案を図面に示す実施形態に基づいて詳細に説明する。
　図１から図３は本考案の実施形態を示す。図１は本考案による歯の清掃用具セットの実
施形態を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図である。
【００２２】
　図１において、歯の清掃用具セット１は、収容手段であるビニール製の収容袋２と、キ
ャップ３を被せた歯周用清掃用具１０と、キャップ４を被せた歯間用清掃用具３０と、付
属品のプラスチック製の鏡５と、を有する。
【００２３】
　収容袋２は、約半分の長さを差し込み辺部２ａとする長尺の表面ビニール部材２ｂを裏
面ビニール部材２ｃの３辺に合わせて熱融着して袋本体２１が形成され、裏面ビニール部
材２ｃの外側に一対の差し込み帯２ｄ、２ｅを長手方向に離隔して取り付けている。一対
の差し込み帯２ｄ、２ｅに矩形形状の鏡５が差し込まれて収容される。
【００２４】
　袋本体２１内には、キャップ３を被せた歯周用清掃用具１０と、キャップ４を被せた歯
間用清掃用具３０とを１組として収容する。そして、差し込み辺部２ａを裏面側に折り返
して表面側から差し込み部を折り返し、一対の差し込み帯２ｄ、２ｅに鏡５と裏面ビニー
ル部材２ｃとの間に差し込む。キャップ３を被せた歯周用清掃用具１０と、キャップ４を
被せた歯間用清掃用具３０は全長が約８ｃｍ程度であり、携帯性に優れている。歯周用清
掃用具１０と歯間用清掃用具３０を使用して歯の清掃を行う場合に、鏡５を見ながら行え
る。
【００２５】
　キャップ３とキャップ４は、同一構造に合成樹脂材により形成され、開口側にくびれ部
３ａ、４ａが形成されている。くびれ部３ａ、４ａは歯周用清掃用具１０と歯間用清掃用
具３０に対する差し込み終端位置を規制する。差し込み終端位置については後記する。
【００２６】
　次に、歯周用清掃用具１０の構造を詳細に説明する。
　図２は図１に示す歯周用清掃用具１０を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）の上面
図、（ｃ）は（ａ）のＡ矢視拡大図、（ｄ）は（ｂ）のＢ矢視図、（ｅ）は（ｃ）のＣ―
Ｃ矢視断面拡大図、（ｆ）は（ａ）のＤ矢視図を示す。
【００２７】
　歯周用清掃用具１０は、第１の柄部である柄部１１と、第１軸部１２と、第２軸部１３
と、第３軸部１４と、歯周用清掃部１５とを有し、エンジニアリングプラスチック（エン
プラ）により一体成形により構成している。
【００２８】
　柄部１１は、上下の外周部１１ａ同一曲率の弧状に形成され、左右の両側面１１ｂ、１
１ｃが平坦面に形成されている。すなわち、柄部１１の一側面１１ｂに親指を当て、他側
面１１ｃに人差し指及び中指を当てて摘まむのに適した形状に形成されている。また、柄
部１１の長さは親指、人差し指と中指で摘まむのに適した長さ、例えば４ｃｍ程度の長さ
に形成している。
【００２９】
　柄部１１の先端部１１ｄは、高さ方向及び厚さ方向共に、先細り形状に形成し、例えば
使用時に前歯等への接触をできるだけ少なくしている。先端部１１ｄよりも所定長さの領
域（段差部）１１ｅの上下端の高さを低くし、柄部１１に段差部を形成している。キャッ
プ３は、くびれ部３ａが段差部１１ｅの後端に当接するまで差し込まれる。
【００３０】
　柄部１１に連接して第１軸部１２が形成されている。柄部１１の中心軸心を通り、柄部
１１の長手方向に延びる軸線を基準線Ｌとすると、第１軸部１２は基準線Ｌ上に軸中心を
有し、先端に向うに従って外径が漸減するテーパー軸形状に形成されている。
【００３１】
　第１軸部１２に連接して第２軸部１３が形成されている。第２軸部１３は、基準線Ｌに
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対して反時計回りに角度θ１を有して折り曲げられている。
【００３２】
　第２軸部１３に連設して第３軸部１４が形成されている。第３軸部１４は、基準線Ｌに
対して反時計回りに角度θ２を有して折り曲げられている。
【００３３】
　第３軸部１４に連接して歯周用清掃部１５が形成されている。歯周用清掃部１５は、基
準線Ｌに対して、時計回り方向に角度θ３を有して折り曲げられている。歯周用清掃部１
５の下端は、基準線Ｌと、柄部１１の下端との間まで延びている。
【００３４】
　歯周用清掃部１５は、平面を略矩形平板形状とし、板厚を薄く（例えば０．５ｍｍ～０
．６ｍｍ）した薄板構造のヘラのような第１のヘラ部である清掃部本体１６を有する。清
掃部本体１６は、先端１６ａ及び幅方向両側面１６ｂ、１６ｃに鋭角なエッジ部１６ｄを
形成している。エッジ部１６ｄは、厚み方向の上下に傾斜面１６ｅ、１６ｆを設けること
で形成される。エッジ部１６ｄは、歯垢を除去するのに用いられる。なお、清掃部本体１
６は、角部をＲ加工して口腔内を傷つけないようにし、安全に歯周の清掃ができるように
している。
【００３５】
　清掃部本体１６は、柄部１１側に向う裏面１６ｇに平面略矩形状の窪み１６ｈを形成し
ている。窪み１６ｈは、深さが浅く、角部をＲ加工している。歯周用清掃具１０は、歯の
裏側を清掃する際に、清掃部本体１６を歯の裏側に当てて使用する。その際、除去した食
べ残し、歯垢が窪み１６ｈにたまる。窪み１６ｈは浅いこと、また鋭角の角部がない。こ
のため、使用後の清掃時において、ブラシなどを使用することなく窪み１６ｈを水洗いす
るだけ、又はティッシュペーパにより拭き取るだけで、洗い残し、拭き残しがない。なお
、窪み１６ｈの深さとして０．１ｍｍ程度を例示できる。
【００３６】
　清掃部本体１６は板厚が薄く、また長さが長い。このため歯周の清掃時に清掃部本体１
６に大きな曲げ力が作用すると、清掃部本体１６と第３軸部１４の先端との連接部位から
折れやすい。そこで、連設箇所にはこぶ状に丸みを持った補強部１６ｉを盛るように設け
、徐々に補強部１６ｉの裾を下方に拡げている。したがって、清掃部本体１６に大きな曲
げ力が作用しても、清掃部本体１６が第３軸部１４との連接側で折れることを防止するこ
とができる。
【００３７】
　第１軸部１２と第２軸部１３と第３軸部１４で構成される軸体は、図２（ｂ）に示すよ
うに、柄部１１から一直線に基準線Ｌ上に配置される。また、第２軸部１３と第３軸部１
４を折り曲げて基準線Ｌよりも上方に配置し、歯周用清掃部１５を、基準線Ｌを越える位
置まで折り曲げている。このため、第２軸部１３から歯周用清掃部１５により概略アーチ
形状が形成され、口腔内の歯列を超えて歯周用清掃部１５を歯の裏側に位置させることが
できる。
【００３８】
　歯周用清掃部１５は、清掃部本体１６を上下・左右方向に振って歯垢、食べ残し等を除
去するように使用する。第２軸部１３から歯周用清掃部１５間は概略アーチ形状としてい
るので、歯に邪魔されることなく柄部１１を指で摘まんで清掃部本体１６を動かすことが
できる。
【００３９】
　本実施形態において、第１軸部１２、第２軸部１３、第３軸部１４、歯周用清掃部１５
の基準線Ｌ方向の長さを、例えば７ｍｍ、５ｍｍ、１８ｍｍ、４ｍｍとし、角度θ１～θ
３を例えば１５４°、１７５°、１２０°としている。
【００４０】
　本実施形態の歯周用清掃用具１０は、歯周用清掃部１５をヘラのような清掃部本体１６
で構成しているため、清掃部本体１６の両側のエッジ部１６ｄ、先端のエッジ部１６ｄを
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歯の表側及び裏側に当てて歯垢、食べ残し等を除去できる。その際、第１軸部１２～第３
軸部１４及び歯周用清掃部１５がエンプラで形成され、しかも第２軸部１３から歯周用清
掃部１５により概略アーチ形状が形成されているため、適度な曲げ応力が清掃部本体１６
に作用する。したがって、清掃部本体１６による歯垢等の除去が確実に行える。
【００４１】
　また、第１軸部１２～第３軸部１４及び歯周用清掃部１５をエンプラで形成しているの
で、耐久性が良くて繰り返し使用することができ、怪我をすることなく安全・安心であり
、生体へのフィット感が良く、使用後の清掃が容易となる。
【００４２】
　次に、歯間用清掃用具３０の構造を詳細に説明する。
　図３は図１に示す歯間用清掃用具３０を示し、（ａ）は図１に示す歯間用清掃用具の正
面図、（ｂ）は（ａ）の上面図、（ｃ）は（ａ）のＥ矢視拡大図、（ｄ）は（ａ）のＦ矢
視図を示す。
【００４３】
　歯間用清掃用具３０は、第２の柄部である柄部３１と、支持部３２と、歯間用清掃部３
３とを有し、エンジニアリングプラスチック（エンプラ）により一体成形により構成して
いる。柄部３１と支持部３２と歯間用清掃部３３は基準線Ｌ上に一直線に配置されている
。なお、歯間用清掃用具３０は、全長が歯周用清掃用具１０と同一としている。
【００４４】
　柄部３１は、歯周用清掃用具１０の柄部１１と同一に形成され、同じ感触で指で摘まめ
るようにしている。したがって、図２に示す柄部１１と同じ要素には符号１１に代えて符
号３１に同じ添え字（ａ～ｅ）を付してその説明を省略する。なお、キャップ４は、くび
れ部４ａが段差部３１ｅの後端に当接するまで差し込まれる。
【００４５】
　支持部３２は、柄部３１の先端部３１ｄの先端に連設されている。支持部３２は、図３
（ａ）に示すように、上下方向の高さが先端に向うに従って狭くなるテーパー形状に形成
される。また、図３（ｂ）に示すように、支持部３２は幅方向の板厚が先端に向うに従っ
て小さくなるテーパー形状に形成されている。支持部３２は、例えば基端の高さ４．０ｍ
ｍ、板厚１．０ｍｍ、先端の高さ２．０ｍｍ、板厚０．３ｍｍ、長さ３０ｍｍを例示でき
る。すなわち、支持部３２は、薄板状に形成され板ばねのような弾性力を有する。
【００４６】
　歯間用清掃部３３は、支持部３２の先端に連設されている。歯間用清掃部３３は、第２
のヘラ部である清掃部本体３４が板厚の薄い略矩形平板形状に形成され、高さ及び板厚が
一定に形成され、高さ２．０ｍｍ、板厚０．３ｍｍ、長さ５ｍｍを例示できる。
【００４７】
　清掃部本体３４は、連設する支持部３２と同様に薄板で形成され、矩形平板形状に形成
されたヘラのように構成している。このため、支持部３２と同様に、板ばねのような弾性
力を有しており、歯間にフィットして挿入される。
【００４８】
　図３（ｃ）に示すように、清掃部本体３４の先端及び上下の側端には、凹部３５、３６
、３７が形成されている。また、清掃部本体３４の先端の角部には、円弧状の凸部３８、
３９が形成されている。
【００４９】
　清掃部本体３４を歯間に挿入する際、凸部３８、３９が円弧状であるため、歯の表面、
歯肉を傷つけることがない。また、歯間には例えば２．０ｍｍの高さで清掃部本体３４が
挿入されるため、歯間の清掃を簡単に行える。先端が尖った楊枝では、歯間の清掃を点で
行うため、幾度も挿入を繰り返すことになり、歯の表面、歯肉を傷つけやすい。しかし、
本実施形態の歯間用清掃用具３０は、清掃部本体３４が点ではなく、線で歯間に挿入され
るため、幾度も歯間に挿入することなく歯間の清掃を行える。
【００５０】
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　清掃部本体３４を歯間に挿入した際、先端の凹部３５内に歯間内に挟まった食べ残し、
歯垢が入り込む。また、上下両側の凹部３６、３７にも、歯間内の食べ残しが入り込む。
凹部３５、３６、３７の内端は、Ｒ形状に形成され、貯まった食べ残し、歯垢の洗い流し
、拭きとりを容易としている。
【００５１】
　上記実施の形態において、ビニール製の収容袋２内に歯周用清掃用具１０と歯間用清掃
用具３０と、鏡５を収容しているが、歯周用清掃用具１０と歯間用清掃用具３０とを収容
する収容ケースはこれに限定されることはなく、プラスチックのケース、紙製の箱等であ
っても良く、少なくとも歯周用清掃用具１０と歯間用清掃用具３０とを収容できるもので
あればどのようなものであっても良い。例えば、歯周用清掃用具１０と歯間用清掃用具３
０とを一組としてバラバラにならないように一まとめとして取り扱えるように保持できる
保持手段であればどのようなものであっても良い。
【００５２】
　上記実施の形態は、その精神又は主要な特徴から逸脱することなく、他の様々な形で実
施できる。そのため、実施の形態はあらゆる点で単なる例示に過ぎず、限定的に解釈して
はならない。本実用新案登録請求の範囲は、実用新案登録請求の範囲によって示すもので
あって、明細書本文には、なんら拘束されない。さらに、実用新案登録請求の範囲の均等
範囲に属する全ての変形、様々な改良、代替及び改質は、すべて本考案の範囲内のもので
ある。
【符号の説明】
【００５３】
　Ｌ…基準線、　１…歯の清掃用具セット、　２…収容袋、　３，４…キャップ、　５…
鏡、　１０…歯周用清掃用具、　１１，３１…柄部、　１２…第１軸部、　１３…第２軸
部、　１４…第３軸部、　１５…歯周用清掃部、　１６…清掃部本体、　３０…歯間用清
掃用具、　３２…支持部、　３３…歯間用清掃部、　３４…清掃部本体、　３５，３６，
３７…凹部、　３８，３９…凸部
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